
働き方改革関連法（労働基準関係）
の概要

東京労働局 監督課



本日ご説明する内容について

１．なぜ「働き方改革」が必要なのか

２．我が国における労働時間等の現状と現行の労働時間法制

３．「働き方改革実行計画」と「働き方改革関連法」

４．改正のポイント（労働時間法制等の見直し）

５．「働き方改革」推進に向けた支援
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日本の人口は近年減少局面を迎えている

（出所） 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）
厚生労働省「人口動態統計」

日本の人口の推移
平成29年推計値

（日本の将来推計人口）
実績値

（国勢調査等）
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就業希望者数
(25～44歳女性)：132万人
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○日本では、出産・育児を機に労働市場から退出する女性が多い。（Ｍ字カーブ）
特に、子育て期の女性において、就業率と潜在的な労働力率の差が大きい。

○一方、アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸国では子育て期における就業率の低下はみられない。

女性の就業率の国際比較（２０１６年） 女性の労働力率と潜在的労働力率（２０１７年）

注）潜在的労働力率＝
人口（15歳以上）

資料出所：総務省統計局「労働力調査」、「労働力調査（詳細集計）」（平成29年）

女性の年齢別就業率

日本では子育て期の女性の労働参加が欧米と比べて低い
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資料出所：日本 総務省「労働力調査」（平成28年）
その他 （独）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2018」

注）アメリカ、イギリス、イタリアの「15～19」は「16～19」のデータ、
スウェーデンの「65～」は「65～74」のデータである。

就業希望者数
(女性)：262万人



【60歳以降の収入を伴う就労の意向と就労希望年齢】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

60歳くらいまで
11.8

65歳くらいまで
21.4

70歳くらいまで
23.6

働けるうちはいつまでも
29.5

75歳くらいまで
10.1

76歳以上
2.7

無回答
1.0６５．９％

資料出所：内閣府 「平成25年度 高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（平成25年）
（注１）60歳以上の男女を対象とした調査（n=1,999）

フルタイムの社員・職員 24.2
53.9 15.9

2.9

2.1

0.5

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

パートタイム（短時間勤務など）の社員・職員 自営業・個人事業主・フリーラン
ス（家族従業者を含む）

在宅就労
無回答

その他

【60歳以降の希望する就業形態】

農林漁業（家族従業者を含む）

資料出所：内閣府 「平成25年度高齢期に向けた「備え」に関する意識調査」（平成25年）
（注2） 35～64歳の男女を対象とした調査（n=2,214）。 【60歳以降の希望する就業形態】の対象は35～64歳の男女のうち、60歳以降も収入を伴う就労の意向がある者。

○ 65歳を超えて働きたいと回答した人が約７割を占めている。
○ 60歳以降の希望する就労形態として、パートタイムが最も多い。

高齢者の就労意欲は高く、多様な就労形態を望んでいる
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２．我が国における労働時間等の現状と
現行の労働時間法制

ポイント

○ 我が国における長時間労働の現状

○ 現行の労働時間法制
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（年）

パートタイム労働者の総実労働時間

就業形態別年間総実労働時間及びパートタイム労働者比率の推移

年間総実労働時間は減少傾向で推移しているが、これは一般労働者（パートタイム労働者以外の者）の総実労働時間に
ついてほぼ横ばいで推移するなかで、総実労働時間が比較的短いパートタイム労働者の比率が平成８年頃から高まった
こと等がその要因と考えられる。
なお、平成２１年には、前年秋の金融危機の影響で製造業を中心に所定内・所定外労働時間がともに大幅に減少した
が、その後、総実労働時間は１７００時間台で推移している。

（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）事業所規模５人異常

我が国における一般労働者の年間総実労働時間は横ばいで推移
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産業別に見ると、年間総実労働
時間は「運輸業，郵便業」、が最も
長く、次いで「建設業」が長くなって
いる。また、所定外労働時間は
「運輸業，郵便業」が最も長く、次
いで「製造業」が長くなっている。

また、週６０時間以上働く者の割
合についても「運輸業，郵便業」で
最も高くなっている。
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（資料出所） 総務省「労働力調査」

（注）週60時間以上就業する雇用者数割合については、雇用者（休業者を除く）総数に

占める週間就業時間（年平均結果）が60時間以上の者の割合である。

産業別年間総実労働時間（パートタイム労働者を含む）（平成２９年）
産業別週６０時間以上就業する雇用者数割合及び平均週間

就業時間（パートタイム労働者を含む）（平成２９年）
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（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」

（注） 事業所規模5人以上

総実労働時間、所定内労働時間の年換算値については、各月間平均値を

１２倍し、小数点以下第１位を四捨五入したものである。

所定外労働時間については、総実労働時間の年換算値から所定内労働

時間の年換算値を引いて算出している。

（参考）産業別労働時間の実績

産業別に見ると、年間総実労働時間は「運輸業、郵便業」が最も長く、次いで「建設業」が長くなってい
る。また、所定外労働時間は「運輸業、郵便業」が最も長く、次いで「製造業」が長くなっている。
週６０時間以上働く者の割合についても「運輸業、郵便業」が最も高くなっている。
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法定労働時間（労働基準法第３２条、第40条）

【原則】

使用者は、１週間に、40時間を超えて労働させてはならない。

使用者は、１日に、８時間を超えて労働させてはならない。

（特例事業場）

・なお、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業で、規模が10人未満の事業場については、

使用者は、１週間に44時間、１日に８時間まで労働させることができる。

時間外及び休日労働（労働基準法第36条）

使用者は、過半数組合又は過半数代表者と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、協定で

定めるところにより、時間外又は休日に労働させることができる。

時間外、休日及び深夜労働の割増賃金（労働基準法第37条）

使用者は、時間外又は深夜（午後10時から午前５時まで）に労働させた場合は、通常の賃金の２割５分以上

の割増賃金（※）を支払わなければならない（※※）。

※ 1ヶ月60時間を超える時間外労働については、通常の賃金の５割以上。ただし、中小企業は当分の間適用猶予。

※※ 「時間外かつ深夜」の場合：５割以上の割増賃金を支払わなければならない。

【弾力的な取扱い】⇒次ページ参照

変形労働時間制、フレックスタイム制、

裁量労働制 等

現行の労働基準法は、法定労働時間を超える時間外労働・休日労働に関しては労使協定の締
結、割増賃金によって抑制する仕組み
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弾力的な労
働時間制度

※適用労働
者の割合

５９．２％

通常の
労働時間制

一般的な働き方 １日８時間、週４０時間（法定労働時間）等

変形
労働時間制

交替制勤務の場合や、季節等によって業務
に繁閑の差がある場合

一定期間を平均して、法定労働時間の範囲
内であれば、１日８時間、週４０時間を超えて
労働させることができる。

フレックス
タイム制

協定した労働時間の範囲内で、始業・終
業時刻を労働者にゆだねる場合

一定期間の総労働時間を労使協定で定
めれば、始業・終業時刻を労働者の自由
にできる。

事業場外
みなし制

事業場の外で労働する外回りの営業職
等

所定労働時間または労使協定で定めた時間
を労働したものとみなす。

専門業務型
裁量労働制

新商品や新技術の研究開発、
情報処理システムの設計、
コピーライター、新聞記者 等

労使協定で定めた時間を労働したものと
みなす。

企画業務型
裁量労働制

事業の運営に関する事項についての企画、
立案、調査及び分析の業務に従事する場合

労使委員会決議した時間を労働したものと
みなす。

※適用労働者の割合 ４０．８％（管理監督者含む）

※適用労働者の割合 ４２．８％

※適用労働者の割合 ７．９％

※適用労働者の割合 ６．７％

※適用労働者の割合 １．４％

※適用労働者の割合 ０．４％

※ 「適用労働者」の割合の出所： 平成２９年就労条件総合調査

実態に合わせた弾力的な労働時間制度で働く方も多数存在
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３．「働き方改革実行計画」と
「働き方改革関連法」

働く人の視点に立ったトータルな改革を進めるための「実行計画」と
法改正による対応

ポイント

○ 「働き方改革実行計画」の全体像

○ 「働き方改革関連法」の概要
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１．働く人の視点に立った働き方改革の意義

（１）経済社会の現状

（２）今後の取組の基本的考え方

（３）本プランの実行

（コンセンサスに基づくスピードと実行）

（ロードマップに基づく長期的かつ継続的な取組）

（フォローアップと施策の見直し）

２ ．同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善

（１）同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備

（基本的考え方）

（同一労働同一賃金のガイドライン）

① 基本給の均等・均衡待遇の確保

② 各種手当の均等・均衡待遇の確保

③ 福利厚生や教育訓練の均等・均衡待遇の確保

④ 派遣労働者の取扱

（法改正の方向性）

① 労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備

② 労働者に対する待遇に関する説明の義務化

③ 行政による裁判外紛争解決手続の整備

④ 派遣労働者に関する法整備

（２）法改正の施行に当たって

３ ．賃金引上げと労働生産性向上

（１）企業への賃上げの働きかけや取引条件の改善

（２）生産性向上支援など賃上げしやすい環境の整備

４ ．罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正

（基本的考え方）

（法改正の方向性）

（時間外労働の上限規制）

（パワーハラスメント対策、メンタルヘルス対策）

（勤務間インターバル制度）

（法施行までの準備期間の確保）

（見直し）

（現行制度の適用除外等の取扱）

（事前に予測できない災害その他事項の取扱）

（取引条件改善など業種ごとの取組の推進）

（企業本社への監督指導等の強化）

（意欲と能力ある労働者の自己実現の支援）

５ ．柔軟な働き方がしやすい環境整備

（１）雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援

（２）非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援

（３）副業・兼業の推進に向けたガイドラインや改定版モデル就業規則の策定

６ ．女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備

（１）女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援などの充実

（２）多様な女性活躍の推進

（３）就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備

７ ．病気の治療と仕事の両立

（１）会社の意識改革と受入れ体制の整備

（２）トライアングル型支援などの推進

（３）労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化

８ ．子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労

（１）子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進

（男性の育児・介護等への参加促進）

（２）障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進

９ ．雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援

（１）転職者の受入れ企業支援や転職者採用の拡大のための指針策定

（２）転職・再就職の拡大に向けた職業能力・職場情報の見える化

１０．誰にでもチャンスのある教育環境の整備

１１．高齢者の就業促進

１２．外国人材の受入れ

１３．10 年先の未来を見据えたロードマップ

（時間軸と指標を持った対応策の提示）

（他の政府計画との連携）

平成29年３月28日
働き方改革実現会議決定

「働き方改革実行計画」の概要
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施行期日 Ⅰ：公布日（平成３０年７月６日）
Ⅱ：平成３１年４月１日（中小企業における時間外労働の上限規制に係る改正規定の適用は平成３２年４月１日、１の中小企業における割増賃金率の見直しは平成３５年４月１日）
Ⅲ：平成３２年４月１日（中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用は平成３３年４月１日）

※（衆議院において修正）改正後の各法の検討を行う際の観点として、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、労働者の職業生活の充実を図ることを明記。

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、 多様で柔軟な
働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる。

働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」（閣議決定）を定めることとする。(雇用対策法)

※（衆議院において修正）中小企業の取組を推進するため、地方の関係者により構成される協議会の設置等の連携体制を整備する努力義務規定を創設。

Ⅰ 働き方改革の総合的かつ継続的な推進

１ 労働時間に関する制度の見直し（労働基準法、労働安全衛生法）
・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働

含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定。
（※）自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外あり。研究開発業務について、医師の面接指導を設けた上で、適用除外。

・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）について、中小企業への猶予措置を廃止する。また、使用者は、10日以上の年次有給
休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。

・高度プロフェッショナル制度の創設等を行う。（高度プロフェッショナル制度における健康確保措置を強化）
※（衆議院において修正）高度プロフェッショナル制度の適用に係る同意の撤回について規定を創設。

・労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないこととする。（労働安全衛生法）

２ 勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法）

・事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。
※（衆議院において修正）事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する努力義務規定を創設。

３ 産業医・産業保健機能の強化（労働安全衛生法等）

・事業者から、産業医に対しその業務を適切に行うために必要な情報を提供することとするなど、産業医・産業保健機能の強化を図る。

Ⅱ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

１ 不合理な待遇差を解消するための規定の整備（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法）
短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的

に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。併せて有期雇用労働者の均等待遇規定を整備。派遣労働者について、①派
遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件※を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。また、これらの事項に関する

ガイドラインの根拠規定を整備。 （※）同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等

２ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法）
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。

３ 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続（行政ADR）の整備
１の義務や２の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備。

Ⅲ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）の概要
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被改正法律・項目 内容 大企業 中小企業

雇用対策法
働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改
革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」を定めること
とする。

平成３０年７月６日

労
働
基
準
法

労働時間の上限
（第36条等）

時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時

的な特別な事情がある場合にも上限を設定。（罰則付）

平成３１年４月１日

平成３２年４月１日

高度プロフェッショナル
制度の創設
（第41条の２）

職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的
知識等を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置や
本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、休日、深夜
の割増賃金等の規定を適用除外とする。

平成３１年４月１日年５日の年次有給休暇
の取得義務
（第39条第７項）

使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年

５日について毎年時季を指定して与えなければならないこととする。

フレックスタイム制見直
し（第32条の３）

フレックスタイム制の清算期間の上限を１ヶ月から３ヶ月に延長。

中小企業における割増
賃金率の猶予措置廃止
（第138条）

月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）につい

て、中小企業への猶予措置を廃止。
― 平成３５年４月１日

労働時間等設定改善法
勤務間インターバル制度の普及促進、事業主への取引上配慮すべ
き事項に関する責務の規定など。

平成３１年４月１日

労働安全衛生法、じん肺法
産業医・産業保健機能の強化、高プロ対象者を除くすべての労働
者を対象とした労働時間の状況の把握の義務化など。

パートタイム労働法・労働契
約法

短時間・有期雇用労働者について、①不合理な待遇差を解消する
ための規定の整備、②待遇差の内容・理由等に関する説明の義務
化、③裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備など。

平成３２年４月１日 平成３３年４月１日

労働者派遣法
派遣労働者について、①不合理な待遇差を解消するための規定の
整備、②待遇差の内容・理由等に関する説明の義務化、③裁判外
紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備など。

平成３２年４月１日

各改正事項の施行・適用時期
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平成３０年
（2018年）

平成３１年

（2019年）

平成３２年
（2020年）

平成３３年
（2021年）

平成３４年
（2022年）

平成３５年
（2023年）

平成３６年
（2024年）

４月 ４月 ４月 ４月 ４月７月６日
（公布日）

大
企
業

中
小
企
業

４月

労働基準法
・割増賃金率見直しの

猶予措置の廃止

パートタイム・有期雇用
労働法

労働者派遣法

労働者派遣法

労働時間関係 同一労働同一賃金関係

パートタイム・有期雇用
労働法

労働基準法
・上限規制

設定改善法
・勤務間インターバル

安全衛生法
・産業医、産業保健強化
・労働時間の状況の把握

労働基準法
・高度プロフェッショナ
ル制度

・年休取得義務
・フレックスタイム

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止
・自動車運転者
・建設
・医師
・鹿児島沖縄砂糖製造業

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止
・自動車運転者
・建設
・医師
・鹿児島沖縄砂糖製造業

労働基準法
・上限規制

設定改善法
・勤務間インターバル

安全衛生法
・産業医、産業保健強化
・労働時間の状況の把握

労働基準法
・高度プロフェッショナ
ル制度

・年休取得義務
・フレックスタイム
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４．改正のポイント
（労働時間法制等の見直し）

ポイント
○ 時間外労働の上限規制

○ 中小企業の月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率の引き上
げ（猶予廃止）

○ 年次有給休暇の時季指定義務

○ フレックスタイム制の見直し

○ 高度プロフェッショナル制度

○ 勤務間インターバル制度

○ 労働時間の状況の把握

○ 長時間労働者の健康確保強化
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（改正前）

法律上は、時間外労働に上限なし

（行政指導のみ）。

１年間＝12か月

残業時間
月45時間
年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

上限なし

年間６か月まで

大臣告示による上限
（行政指導）

（改正後）

法律で時間外労働の上限を定め、これ
を超える時間外労働はできなくなる。

１年間＝12か月

年間６か月まで

残業時間(原則)
月45時間
年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

法律による上限(原則)

法律による上限(例外)
・年720時間
・複数月平均80時間＊
・月100時間未満＊

＊休日労働を含む

◆時間外労働の上限規制
時間外労働の上限を法律で罰則付きで規制

時間外労働の上限を法律で規制することは、71年前（1947年）に制定された労働基準法において初めての大改
革。
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自動車運転の業務
改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、適用後の上限時間は、年９６０時間とし、将来的な一般則の適用につ
いては引き続き検討します。）

建設事業

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、複数月平均８０時間以
内・１か月１００時間未満の要件は適用しません。この点についても、将来的な
一般則の適用について引き続き検討します。）。

医師

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、具体的な上限時間等については、医療界の参加による検討の場におい
て、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得ること
としています。）

鹿児島県及び沖縄県に
おける砂糖製造業

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。

新技術・新商品等の研
究開発業務

医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、
時間外労働の上限規制は適用しません。
※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指
導を受けさせなければならないこととします。

一部の事業・業種には上限規制の適用を猶予または除外
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時間外労働の上限規制のポイント

ポイント

○ 法改正にあわせて、３６協定の様式を変更

○ 新しい３６協定には以下の事項の記載が必要
対象労働者の範囲
時間外労働・休日労働をさせることができる場合
１日・１月・１年の時間外労働時間、休日労働日数
１か月100時間未満（休日労働を含む）、２～６か月平均80時間以内（休日労

働を含む）の要件を満たすこと
限度時間を超えて労働させることができる場合
限度時間を超える労働者への健康福祉確保措置
限度時間を超えた場合の割増賃金率
限度時間を超える手続き
有効期間
「１年」の起算日

○ ３６協定の締結にあたって留意すべき事項に関する指針を策定
※現行の大臣告示（限度基準告示）は廃止
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３６協定届の記載例
（様式第９号（第16条第１項関係））

事業場（工場、支店、営業所
等）ごとに協定してください。

労働保険番号・法
人番号を記載して
ください。

この協定が有効と
なる期間を定めて
ください。１年間
とすることが望ま
しいです。

業務の範囲を細分化し、
明確に定めてください。

事由は具体的に定め
てください。

対象期間が３か
月を超える１年
単位の変形労働
時間制が適用さ
れる労働者につ
いては、②の欄
に記載してくだ
さい。

１年間の上限時間
を計算する際の起
算日を記載してく
ださい。その１年
間においては協定
の有効期間にかか
わらず、起算日は
同一の日である必
要があります。

１日の法定労働時間を
超える時間数を定めて
ください。

１か月の法定労働時間を超える時間
数を定めてください。①は45時間
以内、②は42時間以内です。

１年の法定労働時間を超える時間数
を定めてください。①は360時間以
内、②は320時間以内です。

時間外労働と法定
休日労働を合計し
た時間数は、月
100時間未満、２
～６か月平均80
時間以内でなけれ
ばいけません。こ
れを労使で確認の
上、必ずチェック
を入れてくださ
い。チェックボッ
クスにチェックが
ない場合には、有
効な協定届とはな
りません。

労働者の過半数
で組織する労働
組合が無い場合
には、３６協定
の締結をする者
を選ぶことを明
確にした上で、
投票・挙手等の
方法で労働者の
過半数代表者を
選出し、選出方
法を記載してく
ださい。
使用者による指
名や、使用者の
意向に基づく選
出は認められま
せん。

押印も必要です。

金属製品製造業 ○○金属工業株式会社 ○○工場
○○○ ○○○○

○○市○○町１－２－３
○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○年４月１日から１年間

○○○○年４月１日

受注の集中

月末の決算事務

設計

臨時の受注、納期変更

検査

経理

製品不具合への対応

機械組立

棚卸 購買

１０人

２０人

１０人

５人

５人

３時間

２時間

２時間

３時間

３時間

３０時間

１５時間

１５時間

２０時間

２０時間

２５０時間

１５０時間

１５０時間

２００時間

２００時間

○○○○ ３ １２

○○○○ ３ １５

投票による選挙

労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、
労使当事者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。

なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労
働契約法第５条に基づく安全配慮義務を負います。

検査課主任

山田花子

工場長

田中太郎 ㊞

管理監督者は労働者代表
にはなれません。

受注の集中 設計

臨時の受注、納期変更 機械組立

１０人

２０人

１か月に１日

１か月に１日

８：３０～１７：３０

８：３０～１７：３０

○ ○

３６協定で締結した内容を協定届（本様式）に転記して届け出て
ください。

– ３６協定届（本様式）を用いて３６協定を締結することもできます。その
場合には、労働者代表の署名又は記名・押印が必要です。

– 必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

３６協定の届出は電子申請でも行えます。
（任意）の欄は、記載しなくても構いません。

土日祝日

土日祝日

協定書を兼ねる場合には、労働者代表
の署名又は記名・押印が必要です。

３７０時間

２７０時間

２７０時間

３２０時間

３２０時間

４０時間

２５時間

２５時間

３０時間

３０時間

３．５時間

２．５時間

２．５時間

３．５時間

３．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

表面
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３６協定届の記載例（特別条項）
（様式第９号の２（第16条第１項関係））

臨時的に限度時間を超えて労働させる場合には様式９号の２の協
定届の届出が必要です。
様式第９号の２は、
・限度時間内の時間外労働についての届出書（１枚目）と、
・限度時間を超える時間外労働についての届出書（２枚目）
の２枚の記載が必要です。

３６協定で締結した内容を協定届（本様式）に転記して届け出て
ください。
– ３６協定届（本様式）を用いて３６協定を締結することもできます。
その場合には、労働者代表の署名又は記名・押印が必要です。

– 必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

３６協定の届出は電子申請でも行えます。
（任意）の欄は、記載しなくても構いません。

事業場（工場、支店、営業所
等）ごとに協定してください。

労働保険番号・法
人番号を記載して
ください。

この協定が有効と
なる期間を定めて
ください。１年間
とすることが望ま
しいです。

業務の範囲を細分化し、
明確に定めてください。

事由は具体的に定
めてください。

対象期間が３か
月を超える１年
単位の変形労働
時間制が適用さ
れる労働者につ
いては、②の欄
に記載してくだ
さい。

１年間の上限時間
を計算する際の起
算日を記載してく
ださい。その１年
間においては協定
の有効期間にかか
わらず、起算日は
同一の日である必
要があります。

１日の法定労働時間を
超える時間数を定めて
ください。

１か月の法定労働時間を超える時間
数を定めてください。①は45時間
以内、②は42時間以内です。

１年の法定労働時間を超える時間数
を定めてください。①は360時間以
内、②は320時間以内です。

金属製品製造業 ○○金属工業株式会社 ○○工場
○○○ ○○○○

○○市○○町１－２－３
○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○年４月１日から１年間

○○○○年４月１日

受注の集中

月末の決算事務

設計

臨時の受注、納期変更

検査

経理

製品不具合への対応

機械組立

棚卸 購買

１０人

２０人

１０人

５人

５人

３時間

２時間

２時間

３時間

３時間

３０時間

１５時間

１５時間

２０時間

２０時間

２５０時間

１５０時間

１５０時間

２００時間

２００時間

受注の集中 設計

臨時の受注、納期変更 機械組立

１０人

２０人

１か月に１日

１か月に１日

８：３０～１７：３０

８：３０～１７：３０

土日祝日

土日祝日

３７０時間

２７０時間

２７０時間

３２０時間

３２０時間

４０時間

２５時間

２５時間

３０時間

３０時間

３．５時間

２．５時間

２．５時間

３．５時間

３．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

１枚目
（表面）

労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、
労使当事者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。

なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労
働契約法第５条に基づく安全配慮義務を負います。
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業務の範囲を細分化
し、明確に定めてく
ださい。

事由は一時的または突発的に時間外労働を
行わせる必要のあるものに限り、できる限
り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要なとき」「業務上やむ
を得ないとき」など恒常的な長時間労働を
招くおそれがあるものは認められません。

１年間の上限時
間を計算する際
の起算日を記載
してください。
その１年間にお
いては協定の有
効期間にかかわ
らず、起算日は
同一の日である
必要があります。

月の時間外労働
の限度時間（月
45時間又は42
時間）を超えて
労働させる回数
を定めてくださ
い。年６回以内
に限ります。

限度時間（月45時間又は42時
間）を超えて労働させる場合
の、１か月の時間外労働と休日
労働の合計の時間数を定めてく
ださい。月100時間未満に限り
ます。
なお、この時間数を満たしてい
ても、２～６か月平均で月80時
間を超えてはいけません。

限度時間（年360
時間または320時
間）を超えて労働
させる１年の時間
外労働（休日労働
は含みません）の
時間数を定めてく
ださい。年720時
間以内に限ります。

時間外労働と法定休日労働を合計し
た時間数は、月100時間未満、２～６
か月平均80時間以内でなければいけ
ません。これを労使で確認の上、必
ずチェックを入れてください。
チェックボックスにチェックがない
場合には、有効な協定届とはなりま
せん。

○○○○年４月１日

突発的な仕様変更、新システムの導入 設計

検査

機械組立

１０人

２０人

１０人

９０時間

９０時間

８０時間

７００時間

６００時間

５００時間

○○○○ ３ １２

○○○○ ３ １５

投票による選挙

検査課主任

山田花子

工場長

田中太郎 ㊞

機械トラブルへの対応

製品トラブル・大規模なクレームへの対応

６回

６回

４回

３５％

３５％

３５％

限度時間を超えて時
間外労働をさせる場
合の割増賃金率を定
めてください。
この場合、法定の割
増率（25%）を超え
る割増率となるよう
努めてください。

限度時間を超え
た労働者に対し、
裏面の記載心得
１（９）①～⑩
の健康確保措置
のいずれかの措
置を講ずること
を定めてくださ
い。

①、③、⑩
対象労働者への医師による面接指導の実施 、対象労働者に１１時間の勤務間インターバルを設定
職場での時短対策会議の開催

労働者代表者に対する事前申し入れ

限度時間を超え
て労働させる場
合にとる手続き
について定めて
ください。

○ ○

３５％

３５％

３５％

限度時間を超えて時
間外労働をさせる場
合の割増賃金率を定
めてください。
この場合、法定の割
増率（25%）を超え
る割増率となるよう
努めてください。

６時間

６時間

６時間

６．５時間

６．５時間

６．５時間

１００時間

１００時間

９０時間

８２０時間

７２０時間

６２０時間

労働者の過半数で組織する労働組合が無い
場合には、３６協定の締結をする者を選ぶ
ことを明確にした上で、投票・挙手等の方
法で労働者の過半数代表者を選出し、選出
方法を記載してください。
使用者による指名や、使用者の意向に基づ
く選出は認められません。

押印も必要です。

管理監督者は労働者代表
にはなれません。

協定書を兼ねる場合には、労働者代表
の署名又は記名・押印が必要です。

２枚目
（表面）

臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間又は42
時間・年360時間又は320時間）を超えることはできません。

限度時間を超えて労働させる必要がある場合でも、時間外労働
は限度時間にできる限り近づけるように努めてください。
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３６協定の締結に当たって留意いただく事項

ポイント

○時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる。

○使用者は、３６協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務
を負うこと。
労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意。

○時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明
確にすること。

○臨時的な特別の事情がなければ限度時間（月45時間・年360時間）を
超えられないこと。
限度時間を超える必要がある場合は、できる限り具体的に定めるこ
と。
限度時間にできる限り近づけること。

22

特別条項で延長する場合、月末２週間と翌月初２週間の４週間に160時間の時間外労
働を行わせるといったような、短期に集中して過重な労働となることは望ましくない
ことに留意してください。
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○ １か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間（※）

を超えないよう努めること。
（※）１週間：15時間、２週間：27時間、４週間：43時間

○休日労働の日数・時間数をできる限り少なくするよう努めること。

○限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保すること。
⇒健康福祉確保措置として望ましい措置：

(1) 医師による面接指導
(2)深夜業の回数制限
(3)終業から始業までの休息時間の確保（勤務間インターバル）
(4)代償休日・特別な休暇の付与
(5)健康診断
(6)連続休暇の取得
(7)心とからだの相談窓口の設置
(8)配置転換
(9)産業医等による助言・指導や保健指導

○限度時間の適用除外・猶予の事業・業務についても、限度時間を勘案
し、健康・福祉を確保するよう努めること。



１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

（現在） （改正後）

月60時間超の残業割増賃金率大企業、中
小企業ともに５０％
※中小企業の割増賃金率を引上げ

月60時間超の残業割増賃金率大企業は ５０％

中小企業は ２５％

◆中小企業の月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率の引き上げ（猶予廃止）

中小企業に適用が猶予されていた月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率の引き上げ（25%→50%）につい
て、平成35年４月より猶予を廃止し、50%以上の割増賃金率の支払いを義務づけ。
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そもそも、①の希望申出がしにくい
という状況がありました。

我が国の年休取得率：49.4%

（平成29年就労条件総合調査）

◆年次有給休暇の時季指定義務
年５日の年次有給休暇を取得させることを企業に義務づけ

労働者 使用者

労働者の申出による取得（原則）

｢○月×日に休
みます」

労働者が使用者に
取得時季を申出

使用者の時季指定による取得（新設）

使用者が労働者に
取得時季の意見を聴取

労働者の意見を尊重し
使用者が取得時季を指定

｢○月×日に休んで
ください」

労働者 使用者

４/１
入社

１０/１ ４/１

10日付与
（基準日）

１０/１～翌９/３０までの１年間に５日
取得時季を指定しなければならない。

９/３０

（例）４/１入社
の場合

年次有給休暇が年10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に対して、そのうちの年５日について使用者
が時季を指定して取得させることを義務づけ。
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年次有給休暇の時季指定義務のポイント

ポイント

○ 対象者は、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者
（管理監督者を含む）

○ 労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年以内
に５日について、使用者が取得時季を指定して与える

○ 労働者が自ら申し出て取得した日数や、計画的付与で取得した日数
については、５日から控除することができる

○ 時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重す
るよう努めなければならない

○ 労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、３年間保存
26

（例） 労働者が自ら５日取得した場合 ⇒ 使用者の時季指定は不要

労働者が自ら３日取得＋計画的付与２日の場合 ⇒ 〃

労働者が自ら３日取得した場合 ⇒ 使用者は２日を時季指定

計画的付与で２日取得した場合 ⇒ 〃 ３日 〃



（参考）法定の基準日と異なる年次有給休暇の付与をする場合

法定の基準日と異なり、
入社日から年次有給休暇を付与する場合や、
全社的に年次有給休暇の起算日を合わせるために２年目以降に付与日を変える場合

などについては、以下のような取扱いとなる。

①法定の基準日（雇入れの日から半年後）より前に10日以上の年次有給休暇を付与する場合

⇒使用者は付与した日から１年以内に５日指定して取得させなければなりません。

４/１入社 １０/１ ３/３１

法定の基準日10日付与

９/３０

（例）４/１入社時に10日
付与する場合

通常は１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得させるこ
とになるが、４/１に前倒しで付与した場合には、４/１～翌
３/３１までの１年間に５日取得させなければならない。

５日取得

②入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、５日の指定義務がかかる１年間の期間に重複が生じ
る場合（全社的に起算日を合わせるために入社２年目以降の社員への付与日を統一する場合など）

⇒重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間（前の期間の始期から後の期間の終期までの期間）の長さに応じ
た日数（比例按分した日数）を、当該期間に取得させることも認められます。

４/１入社

通常は１年目の１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得さ
せ、２年目の４/１～翌３/３１までの１年間に５日取得させる
ことになるが、期間の重複が生じるため管理が複雑になる。

１０/１ ４/１

１年目の付与日
（10日付与）

９/３０

２年目の付与日
（11日付与）

３/３1

この場合には、１０/１～翌々３/３１までの期間（18箇月）に、
５日÷12×18＝７．５日以上取得させることも認められる。

（例）４/１入社で、
初年度は１０/１に付与
翌年度は４/１に付与

する場合

５日取得

５日取得

７．５日以上取得
27



③上記①・②の期間経過後は当該期間の最終日の翌日からの１年間に５日の指定義務がかかります。

（例）①の場合

４/１
入社

10日付与

１０/１

法定の基準日

①の期間

３/３１ ４/１

次の期間

（例）②の場合

４/１
入社

１０/１

１年目の付与日

４/１

②の期間 次の期間

２年目の付与日

９/３０ ３/３１ ４/１

５日取得 ５日取得

５日取得７．５日以上取得

④10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与し、労働者が自ら年次有給休暇を取得した場合

⇒分割して前倒しで付与した場合には、付与日数の合計が10日に達した日からの１年間に５日の指定
義務がかかります。当該日以前に、分割して前倒しで付与した年次有給休暇について労働者が自ら取
得していた場合には、取得した日数を５日の指定義務から控除します。

４/１
入社

７/１～翌６/３０までの１年間に５日取得させることが必要。

７/１

５日付与

６/３０

５日付与

ただし、４/１～６/３０までに労働者が自ら年次有給休暇を取
得していた場合には、取得した日数を５日から控除する。

（例）４/１入社時に５日付与
し、７/１に残り５日付与す
る場合

←合計10日に到達

５日取得

28

３/３１

３/３１



◆フレックスタイム制の見直し
フレックスタイム制の清算期間の上限を１か月から３か月に延長

○フレックスタイム制の清算期間の上限を１か月から３か月に延長し、柔軟な働き方を可能とする。
○ただし、特定月に業務が過度に集中することを防ぐため、各月で週平均50時間を超えた場合は、その月ごとに
超えた時間に対する割増賃金の支払いを必要とする。

（改正前）

清算期間の上限：１か月

法定労働時間

１か月目

労働時間

２か月目 ３か月目

１か月単位で清算するため、
この分の割増賃金を支払う
必要あり

所定労働時間に満た
ない場合、欠勤扱い

法定労働時間

１か月目

労働時間

２か月目 ３か月目

３か月単位で清算するため、
この分の割増賃金の支払い
は不要

１か月目に働いた時間と
相殺するため、欠勤扱い
にならない

（改正後）

清算期間の上限：３か月

例えば、「６・７・８月の３か月」の中で労働時間の調整が可能となるため、子育て中の親が８月の労働時間を短くす
ることで、夏休み中の子どもと過ごす時間を確保しやすくなるといったメリットがある。
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「高度の専門的知識等を必要とする」とともに「従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる」
という性質の範囲内で、具体的には省令で規定

金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務（企業・市場等の高度な分析業務）、コンサルタントの業務（事
業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務）、研究開発業務等を想定

１．対象業務

書面等による合意に基づき職務の範囲が明確に定められている労働者

「１年間に支払われると見込まれる賃金の額が、『平均給与額』の３倍を相当程度上回る」水準として、省令で規定される

額（1075万円を参考に検討）以上である労働者

２．対象労働者

使用者は、客観的な方法等により在社時間等の時間である「健康管理時間」を把握

年間１０４日の休日確保措置を義務化。加えて、①インターバル措置（終業時刻から始業時刻までの間に一定時間以上を
確保する措置）、②１月又は３月の健康管理時間の上限措置、③２週間連続の休日、④臨時の健康診断のいずれかの措
置の実施を義務化。

この他、省令で定める事項のうちから労使で定めた措置を実施
併せて、健康管理時間が一定時間を超えた者に対して、医師による面接指導を実施

３．健康管理時間に基づく健康確保措置等

職務記述書等に署名等する形で職務の内容及び制度適用についての本人の同意を得る。
導入する事業場の委員会で、対象業務・対象労働者をはじめとした上記の各事項等を決議

４．制度導入手続

時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の規定を適用除外とする。

５．法的効果

◆高度プロフェッショナル制度
自立的で創造的な働き方を希望する人のために、本人の希望に応じた自由な働き方の選択
肢を用意
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◆勤務間インターバル制度（労働時間等設定改善法の改正）
勤務間インターバル制度の普及促進を図るため、制度の導入を努力義務化

１日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間（インターバル）を確保
する仕組み

所定労働時間 残業 休息時間（11時間）

８時

【 例：11時間の休息時間を確保するために始業時刻を後ろ倒しにする場合 】

17時 23時 ８時 10時21時

所定労働時間 残業 休息時間（11時間）

勤務終了

「勤務間インターバル」制度とは？

この仕組みを企業の努力義務とすることで、働く方々の十分な生活時間や
睡眠時間を確保

始業 終業

始業

始業

勤務終了始業 終業
始業時刻を
後ろ倒しに

※「８時～１０時」までを「働いたもの
とみなす」方法などもある。
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◆労働時間の状況の把握
管理監督者も含めほぼすべての労働者について在社時間等の把握を義務付け

医師による面接指導を確実に実施するなど健康管理の観点から、労働者の労働時間の状況の把握を義務付け。

32

労働時間の状況を客観的に把握することで、長時間働いた労働者に対する、医師による面接指導を確
実に実施。

（現在）

● 割増賃金を適正に支払うため、労働時間を客観的に把握することをガイドラインで規定

→ 裁量労働制が適用される人などは、このガイドラインの対象外。
【理由】
・裁量労働制の適用者は、みなし時間※に基づき割増賃金の算定をするため、通達の対象としない。
・管理監督者は、時間外・休日労働の割増賃金の支払義務がかからないため、通達の対象としない。

（改正後）

健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、

労働者の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務づけ。

「労働時間の状況」とは？
どれくらいの時間、労働を提供し得る状態にあったかという概念。すなわち、在社時間や事業場外勤務時間を把握する
ことで足り、休憩時間等を厳密に把握する必要はない。一般労働者について賃金支払のために適切に労働時間を把握し
ていればもちろんそれで足りる。

「その他適切な方法」とは？
タイムカードやPCのログインログオフなど客観的な記録を基本とはしつつ、現行のガイドラインでも「使用者による
現認」や「やむを得ない場合の自己申告」といった方法は認められており、これを参考に今後具体的な考え方はお示し
する予定。



「研究開発業務に従事する労働者」
が、１月当たり１００時間超の時間外・休日労働を行った場合、申出なしで医師による面接指導の実施を事業者に義務づけ

１．面接指導対象の拡大

一般労働者に対する面接指導の対象となる時間外・休日労働

を、現行の「１月当たり１００時間超」から「１月当たり８０時間超」へ見直し

２．面接指導対象時間数の見直し

長時間労働者（１月当たり８０時間超の時間外・休日労働）
に対し、労働時間の状況に関する情報を通知することを事業者に義務づけ。

３．労働時間の情報の通知

33

◆長時間労働者の健康確保強化（労働安全衛生法の改正）
長時間労働による健康障害防止のため、面接指導の対象等を見直し



《ガイドライン→法律》《ガイドライン→法律》
事業者が全ての労働者の
労働時間の状況を把握

《省令→法律》
事業者が長時間労働者の
情報を産業医に提供
《100→80h/月超》

《省令》
産業医が長時間労働者に
面接指導の申出を勧奨

《省令》
長時間労働者が事業者に

面接指導の申出
《100→80h/月超》

《法律》
事業者が医師による
面接指導を実施

《法律》
事業者が必要な措置に
ついて医師の意見を聴く

《法律》
事業者が医師の意見を
踏まえて措置を講じる

《法律》
産業医が事業者に勧告
（必要があると認める場合）

《法律》
事業者が措置内容等を
産業医に情報提供

《省令》
産業医が事業者から
意見を求める
(勧告を行う場合)

《法律》
事業者が勧告内容を
衛生委員会に報告

拡充 拡充

拡充

新規 新規

新規
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長時間労働者の健康確保強化のポイント



５．「働き方改革」推進に向けた支援

ポイント

○ 時間労働等改善助成金

○ 相談窓口
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◆時間外労働等改善助成金
時間外労働の上限規制等に対応するため、生産性を高めながら働く時間の縮減に取組む
中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対する助成を行う

36

○ 勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバルを導入又は拡充し、成果目標を達成した中小企業事業主に対し、

研修や機器導入等に関する経費の一部（最高５０万円）を助成

○ 時間外労働上限設定コース
時間外労働時間数の削減に取り組み、成果目標を達成した中小企業事業主に対し、研

修や機器導入等に関する経費の一部（最高１５０万円）を助成

○ 団体推進コース
時間外労働の削減又は賃金引上げに取り組み、成果目標を達成した中小企業事業主の

団体等に対し、各種事業や機器導入等に関する経費（最高５００万円）を助成

○ 職場意識改善コース
年次有給休暇の取得促進、所定外労働等の削減に取り組み、成果目標を達成した中小

企業事業主に対し、研修や機器導入等に関する経費の一部（最高１５０万円）を助成
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労働基準監督署
労働時間相談・支援コーナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談に応じます。
▶検索ワード：労働基準監督署

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

都道府県労働局
【パートタイム労働者、有期雇用
労働者関係】
雇用環境・均等部（室）

【派遣労働者関係】
需給調整事業部（課・室）

正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者）の間
の不合理な待遇差の解消に関する相談に応じます。
▶検索ワード：都道府県労働局
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

■ 働き方改革関連法に関する相談については、以下の相談窓口をご活用ください。

法
律
に
つ
い
て

◆相談窓口
働き方改革を進める中小企業・小規模事業者等に対し、働き方改革推進支援センターを始
めとする相談窓口を設置
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働き方改革
推進支援センター

働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金
の活用など、労務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。
▶検索ワード：働き方改革推進支援センター

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

産業保健総合支援
センター

医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、産業保健の専門家が相談に応
じます。
▶検索ワード：産業保健総合支援センター

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/sodan/tabid/122/Default.aspx

よろず支援拠点
生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる課題について、専門家が相談に応じます。
▶検索ワード：よろず支援拠点

https://yorozu.smrj.go.jp/

商工会
商工会議所
中小企業団体中央会

経営改善・金融・税務・労務など、経営全般にわたって、中小企業・小規模事業者の取組を支援
します。
▶検索ワード：全国各地の商工会WEBサーチ
http://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754

▶検索ワード：全国の商工会議所一覧
https://www5.cin.or.jp/ccilist

▶検索ワード：都道府県中央会
https://www.chuokai.or.jp/link/link-01.htm

ハローワーク
求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会などを実施しています。
▶検索ワード：ハローワーク

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

医療勤務環境改善支援センター

医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応じて、総合的なサポートをし
ます。
▶検索ワード：いきサポ

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/

課
題
解
決
の
支
援

■ 働き方改革の推進に向けた課題を解決するために、以下の相談窓口をご活用ください。
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